
家電製品のお困りごとの
ご相談をうけたまわります
県下の組合技術担当者が訪問し、
　　　　　　　有料でご相談に応じます
尚、パソコン・デジカメ製品類は対象になっておりません。
又、国外製品及び・オリジナル商品の一部はお受け致しかねる場合があります。

0570-010186
家電お困りごと相談センター

携帯電話の方は　TEL.043-263-4357
受付時間（土日祝日を除く）　午前10時～午後5時迄

千葉県電機商業組合
全国電機商業組合連合会

総務省からの市町村向け印刷物に
掲載されています。
（地上デジタル放送関係機関一覧）

協　力

千葉県電器用品安全推進協議会



●デジタル関連機器
テレビ・DVDレコーダー・ホームシアターなどの

基本設置・接続・説明・操作・使いこなしの説明
●アンテナ工事
●電気工事や配線工事
●照明器具の球や器具などの交換
●家電品の移設や設置・クリーニング
●其の他の家電製品のお困りごと
●家電製品の修理はメーカーとタイアップして行ないます。

※お困りごとご相談情報は目的以外の使用は致しません。
※家電商品の情報提供を行う場合があります。

デジタル110番
家電お困りごと相談センター

受 付

訪問日のご連絡

電話でのご相談はいたしません訪問してご相談に応じます。

24時間以内に担当者より訪問日のご連絡を入れさせて頂きます。

お困りごとの対策

訪問時には身分証をご提示いたします。
お困りごとの対策前に料金のご説明をいたします。

対策完了

対策内容のご説明・明細書と領収証の発行
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